
議提議案第１号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 基地対策特別委員会 

２ 付議事件 基地対策について 

３ 委員の定数 ９名 

４ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

平成２７年５月１９日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 

 

 



議提議案第２号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 交通問題特別委員会 

２ 付議事件 公共交通の整備について 

３ 委員の定数 ９名 

４ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

平成２７年５月１９日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 



議提議案第３号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 水源地域対策特別委員会 

２ 付議事件 水源地域の保全活用等について 

３ 委員の定数 ８名 

４ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

平成２７年５月１９日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 



議提議案第４号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 大都市制度に関する特別委員会 

２ 付議事件 大都市制度に関する調査研究について 

３ 委員の定数 ９名 

４ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

平成２７年５月１９日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 

 

 

 



議提議案第５号 

 

特別委員会の設置について 

本議会に、相模原市議会委員会条例第６条の規定により、次のとおり特別委員会

を設置する。 

１ 名称 広域交流拠点に関する特別委員会 

２ 付議事件 広域交流拠点に関する調査研究について 

３ 委員の定数 ９名 

４ 審査の期限 付議事件の審査終了まで 

 

平成２７年５月１９日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 

 


